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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

 

 

 

長野県の契約に関する取組方針 

 

 

 

はじめに 
 

県が締結する契約に対しては、これまで、透明性、公平性の確保と品

質の確保などが求められてきた。このことに加え、近年は、長期的に

良質なサービスの提供、地域を支える事業者や担い手の育成、また、

労働賃金の適正な支払などの労働環境の整備、環境配慮や男女共同参

画社会の推進の取組が求められるなど、社会的要請が多様化してきた。 

このような背景により、平成 26 年３月に成立した「長野県の契約に

関する条例」では、基本理念や取組の基本事項等を定め、契約に関し

長期的・統一的に取り組んでいくこととしている。 

この条例の規定を受け、基本理念を踏まえた契約の締結及び履行の

確保の方法に関し、長野県の契約に関する取組方針を定めるものであ

る。 
 

 

 
      凡  例    【 】は、契約方法等 

【全般】 契約に係る全般的事項 

【参加資格】 入札参加資格の付与・停止 

【参加要件】 個々の入札の入札参加要件 

【相手方の選定】 相手方（請負人）の選定や入札参加要件の適用の審議 

【入札方式】 
一般競争入札、総合評価落札方式、最低制限価格制度、 

低入札調査制度、プロポーザル方式等の入札・契約の方式 

【契約内容】 契約内容 

【検査、確認】 契約後、完了時に実施する検査、確認 

【その他】 上記以外の取組 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

    

 

 

 

 

      

 

長野県の契約に関する条例（平成 26 年長野県条例第 17 号）第 6 条第 1 項の規定

により、第 3 条の基本理念を踏まえた契約の締結及び履行の確保をするため県が取

り組むべき方針（取組方針）を、次のとおり定める。 

 

なお、各取組の具体的な内容は、この取組方針に沿って要綱・要領などで所管課

が定めるものとする。 

 

 

 

 

県の契約について、次の事項が実施され、その適正化が図られるこ

とにより、地域経済の健全な発展に資することを目指す。 

①契約の過程及び内容の透明性の確保 

②競争の公正性の確保 

③談合その他の不正行為の排除の徹底 

 

      

         

(1) 契約に関する情報の公表 

◎  1  建設工事及び森林整備業務（以下「建設工事等」という。）、建設工事等に係る

委託、製造の請負並びに物件の買入れにおいて、毎年度、当該年度の一般競争

入札に係る発注見通しに関する事項を長野県公式ホームページで公表する。 

【全般】  

◎   2  県の契約において、競争入札及び公募型見積合わせ等に係る公告及び経過の公

表を長野県公式ホームページ等で行う。【全般】 

◎ 2-2 県の契約において、契約の締結過程等に関する苦情について、苦情申立手続要

領等に基づき、対応する。【全般】 

 

(2) 契約状況の概要の議会への報告等 

◎  3 県の契約の件数、平均落札率等の契約状況の概要について、毎年度、県議会に

報告するとともに、取組方針の策定等に際し意見を聴く。 

        また、契約状況の概要について、長野県公式ホームページで公表する。【全般】 

 

(3)  ＤＸの推進 

◎ 93  県の契約において、電子契約、電子入札、入札参加資格審査受付システムを導

入する。【全般】 

 

 

1-1 契約の過程及び内容の透明性の確保 

契約の適正化  
基本 

理念 
１ 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

        

   

 (1) 契約の相手方等の適切な選定 

◎  4 県の契約において、契約の方式は、透明性、公正性が最も優れている一般競争

入札又は公募型見積合わせを原則とする。【入札方式】 

◎  5 建設工事等、建設工事等に係る委託及び「その他の契約」において、入札参加

要件を定めようとするときは、長野県建設工事請負人等選定委員会の審議に付し、

決定する。【参加要件】【相手方の選定】 

◎  6 物件の買入れ及び借入れにおいて、機種選定、契約方法及び事業者選定（入札

参加要件を含む。）を行おうとするときは、長野県重要機械類審査委員会の審議

に付し、決定する。【参加要件】【相手方の選定】 

○  7 「その他の契約」において、一般競争入札に加え、公募型見積合わせの導入を

検討する。【入札方式】 

○  8  「その他の契約」において、透明性、公正性を確保するため、複数事務所の業

務を集約し、一般競争入札又は公募型見積合わせとする一括契約の拡大を検討す

る。（庁舎等の警備業務、受付・電話交換、廃棄物処理業務等において一部実施

済み） 

【その他】  

   

(2) 予定価格の適切な設定 

◎  9 建設工事等及び建設工事等に係る委託において、予定価格の設定に当たっては、

最新の設計労務単価、資材等の実勢価格を適切に反映する。【全般】 

○ 10  製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、より適切な予定価

格の設定について検討する。（庁舎等の清掃業務、警備業務等において一部実施

済み）【全般】 

 

 

 

   (1) 不適切な相手方との契約の防止 

◎ 11  県の契約において、県税等の滞納がないこと、暴力団員又は暴力団関係者でな

いこと、社会保険に加入していること（加入義務のないものを除く。）等を入札

参加資格の付与要件とする。【参加資格】 

◎ 12  県の契約において、入札参加資格者が、粗雑工事、事故、贈賄及び不正行為、

暴力団との関係等に基づく措置要件に該当するときは、入札参加停止措置を行う。 

   【参加資格】 

◎12-2  県の契約において、入札参加停止措置を受けていないこと、県税等の滞納がな

いこと、暴力団員又は暴力団関係者でないこと等を入札参加要件とする。 

   【参加要件】 

1-2 競争の公正性の確保 

1-3 談合その他の不正行為の排除の徹底 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

◎ 13 製造の請負及び物件の買入れにおいて、公募型見積合わせへの参加の要件は、

入札参加要件に準ずる。【参加要件】 

 

(2) 不正行為への対応 

◎ 14 県の契約において、談合情報があった場合には、談合情報対応要領等に基づ

き対応する。【その他】 

－ 15 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、談合情報に備え、

建設工事等に準じた談合情報対応要領等を整備する。【その他】 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

 

 

 

 

 

県の契約について、経済性に配慮しつつ、次の事項を実施するなど、

総合的に優れた内容とすることにより、提供されるサービスを安全かつ

良質なものとすることを目指す。 

①適正な履行が通常見込まれない金額を契約金額とする契約の締結

の防止 

②価格以外の多様な要素※も考慮 

※:基本理念２では、①サービスの質・品質の確保、向上、②事業者の技術力 

 

 

   

 

◎ 16 建設工事等及び建設工事等に係る委託において、低入札価格調査制度における

適切な調査基準価格及び失格基準価格を研究する。【入札方式】 

－ 17  建設工事等において、受注希望型競争入札に係る契約後確認調査の調査基準を

失格基準価格を踏まえ研究する。【検査､確認】 

○ 18  庁舎等の清掃業務及び警備業務などの「その他の契約」において、一般競争入

札に係る最低制限価格制度又は低入札価格調査制度を導入、拡大する。（一部実

施済み）【入札方式】 

○ 19 印刷業務などの製造の請負において、最低制限価格制度の導入を検討する。 

【入札方式】 

◎ 95 県の契約において、契約後に労務費や原材料費等が上昇した場合には、状況に

応じて協議し、必要な契約変更を行う。【全般】 

 

 

 

(1) サービスの質・品質の確保、向上 

◎ 20 建設工事等、製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、契約

の種類及び金額に応じ、参加可能となる入札の入札参加資格に係る点数及び等級

を設定する。【参加資格】 

◎ 21 建設工事において、入札参加資格の経営事項審査の項目を除く審査項目（以下

「審査項目」という。）で、工事成績評点、企業表彰、民間資格、新技術登録な

どの品質管理に関する取組を評価する。【参加資格】 

◎ 22 建設工事等において、契約の種類及び金額に応じ、資格業種、資格総合点数、

同種工事の経験、配置技術者の資格等を入札参加要件とする。【参加要件】 

総合的に優れた契約の締結 

2-1 適正な履行が通常見込まれない金額を契約金額

とする契約の締結の防止 

2-2  価格以外の多様な要素も考慮 

 
基本 

理念 ２ 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

◎ 23 建設工事等及び建設工事に係る委託において、技術者や資格者などの配置を評

価する総合評価落札方式を実施する。【入札方式】 

◎ 24 建設工事において、契約内容に応じて設計技術や施工方法等の技術提案を求め、

適切な提案を行った入札者の中から落札者を決定する「入札時技術提案付き受注

希望型競争入札」を試行する。【入札方式】 

◎ 25 建設工事等、製造の請負及び「その他の契約」にあっては一括下請負及び一括

委任を禁止し、建設工事等に係る委託業務にあっては一括再委託を禁止する。 

【契約内容】 

◎ 26 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参加資格の審

査項目で、ＩＳＯ9000 シリーズの認証取得による品質管理に関する取組を評価

する。【参加資格】 

○ 27  「その他の契約」において、サービスの質の向上、環境配慮及び多様な労働環

境の整備への取組を評価項目とする総合評価落札方式の拡大を検討する。（庁舎

等の清掃業務において一部試行中）【入札方式】 

○ 28 「その他の契約」のうち複数年契約に適するものについては、サービスの質の

向上を図るため、その活用の拡大を検討する。（庁舎等の清掃業務、警備業務、

受付・電話交換において一部実施済み）【その他】 

 

(2) 業種に応じた事業者の技術力 

◎ 29 建設工事等及び建設工事に係る委託において、過去の工事（業務）成績や同種

の工事（業務）実績を評価する総合評価落札方式を実施する。【入札方式】 

◎ 30 建設工事、建設工事に係る委託及び「その他の契約」において、業務に対する

意欲及び技術的な能力を評価し、最適な受注者を選定するため、公募型プロポー

ザル方式を実施する。【入札方式】 

◎ 31 建設工事及び建設工事に係る委託において、業種ごとの成績で、評価する総合

評価落札方式を実施する。【入札方式】 

◎ 32 「その他の契約」において、最適な受注者を選定するための、公募型プロポー

ザル方式は、対象となる業務や事務・審査手続を統一して実施する。 

【入札方式】 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

 

 

 

 

 

県の契約について、契約の目的及び内容に応じ、次の事項に配慮す

ることにより、ＳＤＧｓなどを踏まえた持続可能で活力ある地域社会

の実現に資することを目指す。 

①地域における雇用の確保が図られること 

②県産品の利用が図られること 

③県内の中小企業者の受注機会の確保が図られること 

④県民が安全で安心して暮らすことができるようにするための活

動を行う県内事業者の育成に資すること 

⑤事業者の有する専門的な技術の継承が図られること 

⑥その他持続可能で活力ある地域社会の実現に資すること 

 

 

      

◎  33 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の新規卒業者の採

用を評価する。【参加資格】 

◎ 34 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の女性技術者の雇

用を評価する。（82 に再掲）【参加資格】 

◎ 35 建設工事において、入札者の本店が県外の者にあっては、県内に本店を有する

下請負人との契約予定額の総計が入札金額の一定の比率以上であることを要件

とする受注希望型競争入札を実施する。【入札方式】 

◎ 36 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者が新規卒業者で、

かつ技術者である者の採用等を評価する。（66 に再掲） 

【参加資格】 

○ 37 「その他の契約」のうち複数年契約に適するものについては、雇用の安定を図

るため、その活用の拡大を検討する。（庁舎等の清掃業務、警備業務、受付・電

話交換において一部実施済み）【その他】 

 

 

 

◎ 38 県の契約において、「信州リサイクル製品率先利用方針」に基づき、信州リサ

イクル製品の利用に配慮する。【その他】 

◎ 39 建設工事において、県内産資材の優先使用に努めること等を共通仕様書に記載

し、配慮する。【契約内容】 

◎ 40 建設工事等において、「長野県内の建築物等における県産材利用方針」に基づ

き、県産材の利用に配慮する。【その他】 

契約内容への配慮 

3-1 地域における雇用の確保が図られること 

3-2 県産品の利用が図られること 

 
基本 

理念 

 

３
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

◎ 41  物件の買入れ及び借入れにおいて、信州ベンチャー企業優先発注事業によるも

のは、優先調達を図る。【入札方式】 

○ 42 県の契約において、県産品の利用促進の入札方式等を検討する。【入札方式】 

◎ 43 県の契約において、「信州リサイクル製品認定制度」の普及拡大に併せ、信州

リサイクル製品の利用促進を検討する。【その他】 

 

 

 

 

◎ 44 建設工事等において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の品質確保、環

境配慮及び多様な労働環境の整備等の取組を評価する。【参加資格】 

◎ 45  建設工事等及び建設工事等に係る委託において、契約の内容に応じて、事業所

の所在地を入札参加要件とする。【参加要件】 

◎ 46 建設工事等及び建設工事に係る委託において、工事（業務）の実施箇所と入札

者の本店所在地が同一地域内であることを評価する総合評価落札方式を実施す

る。【入札方式】 

－ 47 建設工事において、小規模な事業者を対象とした参加希望型競争入札を実施す

る。【入札方式】 

◎ 48 建設工事等に係る委託において、業務の規模や難易度に応じ、入札参加要件を

設定する。【参加要件】 

◎ 49  製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、契約の内容に応じ

て、事業所の所在地を入札参加要件とする。【参加要件】 

◎ 50 製造の請負及び物件の買入れにおいて、一定額未満のものについては、公募型

見積合わせを実施せず、地元の中小企業者との随意契約とする。【入札方式】  

◎ 51 建設工事において、同種工事の実績を入札参加要件としている工事のうち、一

定規模未満の工事について、要件を緩和する。【参加要件】 

△ 52 建設工事において、国の「建設会社における災害時の事業継続力認定」を受け

ている事業者を評価する総合評価落札方式を実施する。【入札方式】 

－ 53 建設工事において、「地域貢献等を基本要件とする受注希望型競争入札」で、

対象とする工事の種類及び金額の範囲を拡大し実施する。【入札方式】 

◎ 54 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参加資格の審

査項目で、県内事業者の品質確保、環境配慮及び多様な労働環境の整備等の取

組を評価する。【参加資格】 

◎ 55 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、地域要件等の設定

方法について検討する。【入札方式】 

 

 

  

3-3 県内の中小企業者の受注機会の確保が図られ

ること 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

 

 

 

 

 

－ 56 建設工事等において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の直営能力とし

て、固定資産のうち「機械・運搬具」及び「工具器具・備品」の保有を評価する。

【参加資格】 

◎ 57 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の消防団協力事業

所表示制度の認定取得を評価する。（84 に再掲）【参加資格】 

◎ 58 建設工事及び建設工事に係る委託において、県又は県内市町村の道路除雪業務、

小規模補修工事当番登録等及び災害時応急活動等の実施状況等を評価する総合

評価落札方式を実施する。（85 に再掲）【入札方式】 

◎ 59 森林整備業務において、消防団協力事業所表示制度の認定取得及び有害鳥獣捕

獲従事者の雇用を評価する総合評価落札方式を実施する。（86 に再掲）【入札方式】 

◎ 60  建設工事に係る委託において、県の災害時緊急調査当番登録を評価する総合評

価落札方式を実施する。【入札方式】 

○ 61 建設工事において、緊急時に迅速な対応が可能となる入札制度等を整理し運用

する。【入札方式】 

◎ 62 建設工事において、事業者の「地域精通度」を評価する総合評価落札方式を実

施する。【入札方式】 

◎ 63 建設工事の維持補修工事及び道路除雪業務において、受注者の施工体制を重視

した入札方式を試行する。【入札方式】 

◎ 64 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参加資格の審

査項目で、県内事業者の消防団協力事業所表示制度の認定取得などの取組を評

価する。（89 に再掲）【参加資格】 

○ 94  物件の買入れのうち公用車燃料の調達については、県と災害時の燃料供給協定

を締結し円滑な燃料調達ができると認められる事業者からの優先調達を図る。 

【入札方式】 

 

 

 

  

◎ 65 建設工事等及び建設工事に係る委託において、配置できる技術者の資格、継続

学習等を評価する総合評価落札方式を実施する。【入札方式】 

◎ 66 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者が新規卒業者で、

かつ技術者である者の採用等を評価する。（36 再掲）【参加資格】 

◎ 67 建設工事において、主任技術者等として、若手技術者を配置することを評価す

3-4 県民が安全で安心して暮らすことができるよ

うにするための活動を行う県内事業者の育成に

資すること 

3-5  事業者の有する専門的な技術の継承が図られ

ること 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

る総合評価落札方式を実施する。【入札方式】 

◎ 68  建設工事において、契約の内容に応じて、総合評価落札方式の評価項目で、対

象とする登録基幹技能者の職種を拡大する。【入札方式】 

◎ 69 建設工事において、現場代理人としての技術者の配置を評価する総合評価落札

方式を実施する。【入札方式】 

 

 

  

 

◎ 70  建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の「消防団協力事

業所等知事表彰」の受賞歴を評価する。（88 に再掲）【参加資格】 

◎ 90  県の契約において、入札参加資格の審査項目で、長野県ＳＤＧｓ推進企業登録

制度などの取組を評価する。【参加資格】 

△ 91  県の契約において、入札参加資格の審査項目で、エシカル消費推進の取組を評

価する。【参加資格】 

 

  

3-6  その他持続可能で活力ある地域社会の実現に

資すること 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

 

     
  

 
 

 

 

 

 

 

県の契約の締結について、契約の目的及び内容に応じ、事業者に係る

次の事項に配慮することにより、社会的責任を果たす事業者の育成に資

することを目指す。 

①県の契約の履行に係る業務に従事する労働者の賃金が適正な水準

にあることなどの労働環境が整備されていること 

②ゼロカーボンなど環境に配慮した事業活動を行っていること 

③障がい者などの就業を支援する必要がある者の雇用の促進に資す

る取組を行っていること 

④男女共同参画社会の形成に資する取組を行っていること 

⑤その他社会貢献活動を行っていること 

 

 

 

 

 

         

◎  71  建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の労働安全衛生

マネジメントシステムの認証取得等の取組を評価する。【参加資格】 

◎ 72 建設工事等において、建設業退職金共済制度への加入など、事業者の労働福祉

への取組を評価する総合評価落札方式を実施する。【入札方式】 

◎ 73  県の契約において、社会保険に加入していること（加入義務のないものは除く。）

を入札参加資格の付与要件とする。【参加資格】 

◎ 74 建設工事、製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参

加資格の審査項目で、県内事業者の障がい者雇用、仕事と子育ての両立支援な

どの多様な労働環境の整備への取組を評価する（81 に再掲）【参加資格】 

◎ 75 建設工事において、労働賃金の支払の実態を検証しつつ、適正な労働賃金の支

払を評価する総合評価落札方式等を試行する。【入札方式】 

◎75-1 建設工事において、働き方改革の推進及び生産性向上への取組を評価する総合

評価落札方式を実施する。【入札制度】 

◎75-2 建設工事において、入札参加資格の参加項目で、働き方改革の推進及び生産性

向上への取組を評価する。【参加資格】 

◎ 76 庁舎等の清掃業務、警備業務等において、適正な賃金水準を確保するため、実

態調査を実施し、最低制限価格制度又は低入札価格調査制度を導入、拡大する。

【入札方式】 

 

事業者の社会貢献活動への配慮 

4-1 県の契約の履行に係る業務に従事する労働者

の賃金が適正な水準にあることなどの労働環境

が整備されていること 

 
基本 

理念 

 

４
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

 

 

  

◎ 77 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者のエコアクション

21 の認証登録などの環境配慮に関する取組を評価する。【参加資格】 

◎ 78  物件の買入れにおいて、長野県グリーン購入推進方針、信州リサイクル製品率

先利用指針などに基づき、環境に配慮した取組の促進に努める。【その他】 

◎ 79 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参加資格の審

査項目で、県内事業者のＩＳＯ14000 シリーズの認証取得などの環境配慮に関す

る取組を評価する。【参加資格】 

◎ 92  県の契約において、入札参加資格の審査項目で、事業活動温暖化対策計画制度

などの取組を評価する。【参加資格】 

 

 

 

 

◎ 80  製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、障がい者就労施設

等からの調達目標を設定し、優先調達を図る。【その他】 

◎ 81 建設工事、製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参

加資格の審査項目で、県内事業者の障がい者雇用、仕事と子育ての両立支援な

どの多様な労働環境の整備への取組を評価する。（74 再掲）【参加資格】 

 

 

 

  

◎ 82 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の女性技術者の雇

用を評価する。（34 再掲）【参加資格】 

◎ 83 建設工事、製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参

加資格の審査項目で、県内事業者の次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業

主行動計画の届出をし、育児・介護休暇の規定を設けることなどの多様な労働環

境の整備への取組を評価する。(一部実施済み）【参加資格】 

 

 

     

◎ 84 建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の消防団協力事業

所表示制度の認定取得を評価する。（57 再掲）【参加資格】 

 

 

4-2 環境に配慮した事業活動を行っていること 

4-3 障がい者などの就業を支援する必要がある者

の雇用の促進に資する取組を行っていること 

4-4 男女共同参画社会の形成に資する取組を行っ

ていること 

4-5 その他社会貢献活動を行っていること 
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凡例  ◎ 既に実施している取組             

○ 着手しているが更に検討を要する取組  取組 

△ 今後、検討を進める取組        番号 

－ 取組完了 

◎ 85 建設工事及び建設工事に係る委託において、県又は県内市町村の道路除雪業務、

小規模補修工事当番登録等及び災害時応急活動等の実施状況等を評価する総合

評価落札方式を実施する。（58 再掲）【入札方式】 

◎ 86 森林整備業務において、消防団協力事業所表示制度の認定取得及び有害鳥獣捕

獲従事者の雇用を評価する総合評価落札方式を実施する。（59 再掲）【入札方式】 

－ 87  建設工事等、製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札

参加資格の審査項目で、県内事業者の個人住民税特別徴収の実施を評価する。【参加

資格】 

◎ 88  建設工事において、入札参加資格の審査項目で、県内事業者の「消防団協力事

業所等知事表彰」の受賞歴を評価する。（70 再掲）【参加資格】 

◎ 89 製造の請負、物件の買入れ及び「その他の契約」において、入札参加資格の審

査項目で、県内事業者の消防団協力事業所表示制度の認定取得などの取組を評価す

る。（64 再掲）【参加資格】 

 

 

 

 


